
拡 大 教 授 会 

 

○ 報告事項 

１．総務委員会報告 

２．研究科長・学部長・研究所長合同会議等報告（総Ｂ２号）（総Ｂ３号） 

３．研究費不正使用の注意喚起（研Ｂ３号） 

４．各委員会報告 

５．その他 

・一高記念賞受賞者について（学Ｂ１号） 
・東大駒場友の会「新入生保護者と教養学部長との懇談会とキャンパスツアー」について 

 

 ○ 議題 

１．三鷹国際学生宿舎の今後の課題について（経Ｂ１号） 

２．附属教養教育高度化機構に置かれる部門の組織を定める内規の一部を改正する規則(案)について（教Ｂ１号） 

３．令和７(２０２５）年度教養学部卒業者数について（教Ｂ２号） 

４．東京大学教養学部後期課程における再入学に関する内規（案）について（教Ｂ３号） 

５．２０２６年度役職者について（総Ｂ４号） 

 

 

教 授 会 
 
○ 教員人事 
    准  教  授       報  告     ２件 

教   授    提  案     １件 

報  告     ６件 

          

計９件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２６年３月１２日 



 [ 拡大教授会 ]        

委 員 会 関 係 

 

 教 務 委 員 会 ・令和７年度前期課程退学命令対象者について 
  

財  務  委  員  会    
  
 教 育 研 究 経 費 委 員 会   

 
 情 報 基 盤 委 員 会   
 
 入 試 委 員 会    
                    
 学 生 委 員 会   

 
      三 鷹 国 際 学 生 宿 舎 
      運 営 委 員 会  

 
 図 書 委 員 会  
                

 前 期 運 営 委 員 会 
 
 後 期 運 営 委 員 会  
 
 建 設 委 員 会  
 
 環 境 委 員 会  
 

 防 災 委 員 会  
 
 そ の 他   
                                
 

 
 
 
 

 



拡大教授会および教授会議事要旨(案) 

 

日 時   ２０２６年２月１９日（木） １５：０２～１６：４５ 

場 所   Ｚｏｏｍ会議 

出席者     ２３０名 

 

議 題 

○ 報告事項 

１．総務委員会報告 

研究科長から、２月５日、２月１９日開催の総務委員会について説明・報告があった。 

２．研究科長・学部長・研究所長合同会議等報告 

研究科長から、１月２７日、２月３日、２月１７日開催の研究科長・学部長・研究所長合同会議につい

て、資料（総Ａ１号）（総Ａ２号）（総Ｂ３号）に基づき説明・報告があった。 

３．全学環境安全衛生管理室等会議・事故災害報告 

環境安全管理室鳥井寿夫室長から、資料（総Ｂ４号) (総Ｂ５号)  に基づき報告があった。 

４．研究費不正使用の注意喚起 

  研究科長から、資料（研Ｂ４号）に基づき報告があった。 

５．「芸術創造連携研究機構」連携研究機構変更申請書について 

 芸術創造連携研究機加治屋健司機構長から、資料（研Ｂ３号）に基づき報告があった。 

６．駒場ファカルティ・ハウス利用料金の値上げなどの変更について 
 研究科長から、資料（研Ｂ５号）に基づき報告があった。 
７．その他 
 ・研究科長から、「退職教職員送別パーティー」のお知らせについて説明があった。 
 ・増田建教養教育高度化機構長から、教養教育高度化機構シンポジウムの開催について説明があった。 
 

○ 審議事項 

 １．東京大学大学院総合文化研究科・教養学部共用スペース運用委員会規則の改正について  
  研究科長から、資料（経Ｂ１号）に基づき説明がなされ、審議の結果、了承された。 
 ２．教養学部規則の改正について 
  武田将明後期運営委員会副委員長から、資料（教Ｂ１号）に基づき説明がなされ、審議の結果、了承された。 
３．教養学部後期課程における再入学に関する内規(案)について 
 武田将明後期運営委員会副委員長から、資料（教Ｂ２号）に基づき説明がなされた。 

 
・市野川容孝教授から、東京大学学生懲戒処分規程の改定について意見が出された。 

 

以下､教授会構成員対象の議題です。 

 
○ 教員人事 
  退職転出等             １件 

講   師    報  告     ２件 
准  教  授       報  告    １４件 
教   授    提  案     １件 

報  告    ２４件 
                              計４２件 
 

           以上 
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研究科長・学部長・研究所長合同会議

令和8年03月03日 （火） 15:00～

議題及び資料

 学内外情勢

学内外情勢

０１

(資料1)

総長

 令和8（2026）年度理事等の分担

令和8（2026）年度理事等の分担(学内限り）

０２

(資料2)

総長

教員採用可能数等の配分にかかる令和9年度以降の措置の基本方針について（案）（科所長会議メンバー限り）

０３

(資料3)

 教員採用可能数等の配分にかかる令和9年度以降の措置の基本方針

  ＊審議
相原理事

 就業規則等の改正（令和8年4月1日改正）０４

＊審議

(資料4) 就業規則等の改正（案）

角田理事

東京大学学部通則の一部を改正する規則の一部を改正する規則（案）

０５

(資料5)

 東京大学学部通則の一部を改正する規則の一部改正

  ＊審議
森山理事

東京大学における教員の任期に関する規則の一部を改正する規則（案）

０６

(資料6)

 東京大学における教員の任期に関する規則の一部改正

  ＊審議
相原理事

 全学共同利用スペースの施設使用料改定

全学共同利用スペースの施設使用料改定

０７

(資料7)

＊審議
菅野理事

 UTokyo College of Design（価値創造学部／価値創造学科）の設置

8-1:UTokyo College of Design（価値創造学部／価値創造学科）の設置について、
8-2:UTokyo College of Design（価値創造学部）の設置にかかる関連規則の改正予定等、
8-3:UTokyo College of Designの設置申請について

０８

(資料8)

＊報告
森山理事　
小関執行役

 ガバナンス改革策モニター部会の設置

9-1:ガバナンス改革策モニター部会の設置について、
9-2:本部主導のガバナンスに向けた改革体制

０９

(資料9)

＊報告
相原理事　
八木総長特任補佐

リスクガバナンス強化検討委員会の委員変更

リスクガバナンス強化検討委員会名簿

１０

(資料10)

＊報告
総長

 国際ネットワークThe University of the Arctic (UArctic)への加盟

11-1:UTokyo×UArctic 加盟提案と共同研究構想（案）、
11-2:General presentation（University of the Arctic）

１１

(資料11)

＊報告
相原理事

 東京大学特命教授の決定

東京大学特命教授の決定について（報告）

１２

(資料12)

＊報告
総長

 男女別研究者活躍データの可視化と公開

男女別研究者活躍データの可視化と公開について

１３

(資料13)

＊報告
林理事

 服務規律の保持

服務規律の保持について

１４

(資料14)

＊報告
角田理事
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4673670382
テキストボックス
総Ｂ２号




議題及び資料

 研究費不正使用防止に係る学生向け啓発資料

研究費不正使用防止に係る学生向け啓発資料について（通知）

１５

(資料15)

＊報告
齊藤理事

 2025年度標的型攻撃メール訓練実施報告

16-1:2025年度標的型攻撃メール訓練実施報告（学内教職員限り）、
16-2:2025年度標的型攻撃メール訓練部局別集計結果（部局長限り）

１６

(資料16)

＊報告
田浦執行役

 令和7年度ストレスチェック実施報告

令和7年度ストレスチェック実施報告（学内教職員限り）

１７

(資料17)

＊報告
岸執行役

 寄付講座、社会連携講座及び国立研究開発法人連携講座等の設置等

寄付講座、社会連携講座及び国立研究開発法人連携講座等の設置等

１８

(資料18)

＊報告
齊藤理事
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研究科長・学部長・研究所長合同会議

令和8年03月10日 （火） 15:00～

議題及び資料

 学内外情勢

学内外情勢

０１

(資料1)

総長

 令和8（2026）年度理事等の分担

令和8（2026）年度理事等の分担（学内限り）

０２

(資料2)

総長

教員採用可能数等の配分にかかる令和9年度以降の措置の基本方針について（案）

０３

(資料3)

 教員採用可能数等の配分にかかる令和9年度以降の措置の基本方針

  ＊審議
相原理事

 東京大学基本組織規則の一部改正０４

＊審議

(資料4) 東京大学基本組織規則の一部を改正する規則（案）

津田理事

 各部局の組織等に関する規則の改正０５

＊審議

(資料5) 各部局の組織等に関する規則の改正（案）

津田理事

6-1:学術経営本部の設置等に係る規則の制定・改正（案）、
6-2: 学術経営本部の設置等に伴う関連規則等改正（案）

０６

(資料6)

 学術経営本部の設置等に係る規則の制定・改正

  ＊審議
佐藤岩夫執行役

7-1:資源配分委員会規則の制定及び会計規程等の一部改正 概要、
7-2:資源配分委員会規則（案）及び会計規程等一部改正（案）、7-3:資源配分委員会の概要

０７

(資料7)

 資源配分委員会規則の制定及び会計規程等の一部改正

  ＊審議
菅野理事

 東京大学研究インテグリティ・セキュリティ推進室内規の制定及び関連規則の一部改正０８

＊審議

(資料8) 東京大学研究インテグリティ・セキュリティ推進室内規の制定及び関連規則の一部改正

齊藤理事

 東京大学大学院学則の一部改正０９

　　＊審議

(資料9) 東京大学大学院学則の一部を改正する規則（案）

森山理事

 東京大学事務組織規則及び東京大学本部事務組織所掌事務規程の一部改正１０

＊審議

(資料10) 東京大学事務組織規則及び東京大学本部事務組織所掌事務規程の一部改正

角田理事

東京大学経営協議会における総長選考・監察会議委員の選出に関する内規の一部を改正する規則（案）

１１

(資料11)

 東京大学経営協議会における総長選考・監察会議委員の選出に関する内規の一部改正

　＊審議
総長

 学生の声を聞く制度検討WG報告書

12-1:学生の声を聞く制度検討WG報告書（部局執行部限り）、
12-2:学生の声を聞く制度検討WG報告概要（部局執行部限り）

１２

(資料12)

＊報告
真船副学長

 HR経営戦略の令和7年度活動報告及び令和8年度以降の課題等

13-1:東京大学HR経営戦略の令和7年度活動報告及び令和8年度以降の課題等（学内限り）、
13-2:東京大学HR経営戦略、13-3:2025年度UTokyo Engagement Suvey（速報値）（学内限り）

１３

(資料13)

＊報告
角田理事

インフラ長寿命化計画（個別施設計画）2025年度版

14-1:東京大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）2025年度版 説明概要、

１４

(資料14)

＊報告
相原理事　
出口執行役

14-2:インフラ長寿命化計画（個別施設計画）2025年度版
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テキストボックス
総Ｂ３号




議題及び資料

 総長室総括委員会下の機構（臨床医療システムAI研究推進機構）の設置

総長室総括委員会下の機構（臨床医療システムAI研究推進機構）の設置

１５

(資料15)

＊報告
齊藤理事

 令和7年度学生表彰「東京大学総長賞」の選考及び授与式

16-1:令和7年度学生表彰「東京大学総長賞」受賞者一覧、
16-2:令和7年度学生表彰「東京大学総長賞」授与式

１６

(資料16)

＊報告
藤垣理事

 令和7年度若手研究者育成支援「東京大学卓越研究員」

令和7年度若手研究者育成支援「東京大学卓越研究員」（報告）

１７

(資料17)

＊報告
齊藤理事

 2026年度IncluDE・ジェンダー・エクイティ推進事業等

18-1:2026年度IncluDE・ジェンダー・エクイティ推進事業等について、
18-2:2026年度ワーク・ライフ・バランス推進のための研究リスタート・両立支援プログラム

１８

(資料18)

＊報告
林理事

 全学ハラスメント防止研修2025-2026の開催

全学ハラスメント防止研修2025-2026について（依頼）

１９

(資料19)

＊報告
浅見執行役

 UTokyo Global Navigation Board (GNB)  開催報告

20-1:UTokyo Global Navigation Board 開催報告（速報）、
20-2:（別紙1）GNB会議要旨（日英）、20-3:（別紙2）2026年2月GNB参加委員略歴

２０

(資料20)

＊報告
総長

 安全保障輸出管理に関する徹底等

21-1:安全保障輸出管理に関する徹底等について（依頼）（教職員限り）、
21-2:安全保障輸出管理に関する参考資料

２１

(資料21)

＊報告
岡部執行役

 「研究セキュリティの確保に関する取組のための手順書」の周知

22-1:「研究セキュリティの確保に関する取組のための手順書」の周知等について、
22-2:（別紙）「研究セキュリティの確保に関する取組のための手順書」の周知及び研究インテグリティの
確保に係る取組の徹底について（依頼）、22-3:（別添1）研究セキュリティの確保に関する取組のための

２２

(資料22)

＊報告
齊藤理事

 令和6年度「研究費不正使用防止に対する部局の取組状況調査」の回答内容の共有

令和6年度「研究費不正使用防止に対する部局の取組状況調査」の回答内容の共有について

２３

(資料23)

＊報告
齊藤理事

 その他

（１）令和8（2026）年度会議等予定表

令和8（2026）年度会議等予定表

２４

(資料24)

津田理事

（２）学術研究の大型プロジェクトの推進に関する基本構想（ロードマップ2026）の策定に係る公募

学術研究の大型プロジェクトの推進に関する基本構想「ロードマップ2026」の策定に係る公募について（通知）(資料25)

齊藤理事

手順書、22-4:（別添2）研究セキュリティの確保に関する取組のための手順書について

- 7 -



研究費の不正使用の注意喚起 

過去に不正認定された事例に学び、不正使用とならないように注意しましょう。 
 
＜目的外の謝金・書類の虚偽作成編＞ 

松江工業高等専門学校で発生した事例 

（謝金） 
✖ 教員は、学生が海外研修費用捻出のためのアルバイト探しに窮していたところ、当該

研究課題とは関係のない謝金業務を提案し、業務を依頼した。 
✖ その謝金支出の際に、書面監査にて疑義がないよう虚偽の実施計画書及び業務実施

確認表を提出した。 
✖ 当該教員は不正使用と認識していたが、この方法で謝金が支出できたため、以後も、

同様の意図、同様の手法の下、 謝金の支払いを繰り返した。  
（物品） 
✖ 当該教員は、配分機関へ提出した研究計画調書に記載された設備備品及び消耗品は

全く購入せず、別の物品を購入していたが、実際に購入した物品のうち、一部物品に
ついては当該研究課題の遂行に使用した実態が認めらなかった。 

 
【補足】 
（謝金） 

・ オープンキャンパスや授業等に使用する教材の作成など、当該研究経費と関係のない
業務への従事による謝金であり、「目的外使用」に該当すると判断されました。 

・ 虚偽の書類によって謝金の虚偽請求を行ったことは、高専機構の規則及び法令等に違
反した公的研究費等の不正使用と判断されました。  

（物品） 
・ 当該研究経費で購入した物品のうち、ある物品については購入から研究期間終了まで 

の間、当該研究とは関係のない学生の卒業研究のために貸与していた事実しか認めら
れませんでした。 

・ 当該教員は、経費の執行は当該研究課題の目的に適合したものでなければならないと
いう認識が希薄で、自身の研究に関係すると言えるものであれば、自身に配賦される
予算全体の中からどのような物品でも購入してよいという認識の下、当該研究課題に
は不必要な物品を購入していました。 

文科省 HP に記載されている過去の研究機関における不正使用事案 
https://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1364929.htm 

研B3号
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令和 7年度 一高記念賞 受賞者名簿

学 部  （表彰年月日 令和 8 年 3 月 25 日）

◆学業◆
髙野 友佳子 教養学科・超域文化科学分科 4 年

大江 航史 教養学科・地域文化研究分科 4 年

青木 彩 教養学科・総合社会科学分科 4 年

河西 玲良 教養学科・国際日本研究コース 卒業

野口 竜太 学際科学科・総合情報学コース 4 年

小林 綾香 学際科学科・国際環境学コース 卒業

高槻 春華 統合自然科学科・統合生命科学コース 4 年

河合 瞬太郎 統合自然科学科・物質基礎科学コース 4 年

大学院 （表彰年月日 令和 8 年 3 月 24 日）  

◆学業◆
髙良 厚公 言語情報科学専攻 修士 2 年

李 蓮 超域文化科学専攻 修士 2 年

伊東 希々 地域文化研究専攻 修士 2 年

金子 健 国際社会科学専攻 修士 2 年

菊池 颯大 広域科学専攻・生命環境科学系 修士 2 年

渡邉 開人 広域科学専攻・相関基礎科学系 修士 2 年

高橋 創 広域科学専攻・広域システム科学系 修士 2 年

杉本 智美 「人間の安全保障」プログラム 修士 2 年

陸 裕陽 国際人材養成プログラム 修士 2 年

加賀美 琴音 国際環境学プログラム 修士 2 年

有賀 照道 言語情報科学専攻 博士 3 年

横山 紗亜耶 超域文化科学専攻 博士 3 年

髙栁 峻秀 地域文化研究専攻 修了

横山 雄大 国際社会科学専攻 修了

住吉 里英子 広域科学専攻・生命環境科学系 博士 3 年

鴻巢 圭佑 広域科学専攻・相関基礎科学系 博士 3 年

今田 凜輝 広域科学専攻・広域システム科学系 博士 3 年

石本 めぐみ 「人間の安全保障」プログラム 博士 3 年

孔 碧玥 国際人材養成プログラム 博士 3 年

加藤 匠馬 国際環境学プログラム 修了

（参考）令和 7年度学生表彰「東京大学総長賞」の選考結果について
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/students/events/h12_03.html
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令和 ア年度学生表彰 「東京大学総長賞」受賞者一覧

【課外活励、社会活！a等】 〔推薦 a 1 件中受賞3 件/ 最上段太枠内働印 : 総長大賞)

所属 ・氏名又は団体名 推薦基準 椎薦題 目

爾東大 UneeT 課外活動
国課交湾

学生の理営す る »eb メテ ィアを通 じた. H) 年
にわたる本学の魅力の発信及び学内交流の活性
化

東京大学英語テ ィベー ト部
吉田 光太朗
土屋 な さ

課外活動
国課交旋

オ ックス フォー ド・ケンブ リッジ大学対抗戦で
の優勝 ・準優 勝、およぴ世界大念予選第 6 位等
林 ・

東京大学工学部T 友住
RoboTech 太田 優貴 課外 活動

国内 ・国際 ロボ ッ トコンテス トにおける優勝及
ぴ ロボ ッ ト技術を蠢 じたチーム間交流の促進

【学業】 (推薦之ヨ件中受賞E 件ノ最上段太枠内団印 : 総長大賞)

所属 ・一名
椎薦基準

(推!
推薦題 目

◎人文社愈棄研究科
1» 土 3 年

吉¢! 梱生
学業

(博士課程)
A Gr ammar of  Gha le ( 『ガ レ語文法』)

工学部 ・ど耳 斉藤 咲太朗
学業

(学士課程｝
光応答性筋組織で駆廳する四足歩行 ロボッ ト

文学部 • 4 年 岩田 晴登
学業

(学士課程)
第一次世 界大戦期 イギ リスの整争 目的 と対 ドイ
ッ休戦交渉

農学生命科学研究科

修士 2 年
有¢! 有香

学素
(修士課程)

バ イオマス系 夢精ナ ノファイバーの機能 と活用

法の圈拓

医学系酬寛科
2025 ¢  3 月修了

中村 和貴
学業

(博士課程)
我紐・a に着目した腫瘍進展機構の解團 と制御

新領域創成¢!学情究科
2025 年 9 月修了

陳 洪瑞軒
学業

｛博士課程)
災害 レジ リエ ンスのための A】駆勤型地球覗謝
于ータ解析の研究
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　駒場キャンパスは、本学教養学部前期課程及び後期課程の学部生に加え、
大学院総合文化研究科の大学院生・研究生が学び、語らい、成長していく場です。
「東大駒場友の会」に入会された新入生保護者の皆様、そしてあたたかなお志を
くださった方々を、教養学部と「東大駒場友の会」がこの駒場キャンパスにお招
きして学部長との懇談会を開きます。新入生が利用するキャンパスや授業等を、
本学教員とともにご紹介いたします。
　皆様のご参加を心よりお待ちしております。 大学院総合文化研究科長・教養学部長  寺田 寅彦

駒場リベラルアーツ基金へ一括10万円以上ご寄付いただいた方は
こちらの「新入生保護者と教養学部長との懇談会」に
無料でご招待します。

新入生保護者と教養学部長との
懇談会

お問合せ：東大駒場友の会 事務局   e-mail:  kmbtomo@gmail.com

東大駒場友の会 共催

学部生用

▶ご寄付は
「駒場リベラルアーツ基金」
WEBサイトまで＊2026年3月27日（金）までにご寄付をお申込みいただいた方へ教養学部よりメールにて招待のご案内をさせていただきます

【第一部】  10：30～11：30

学部長講演会『駒場の魅力』
寺田 寅彦  大学院総合文化研究科長・教養学部長
会場：900番教室

▶懇談会のお申し込みは「東大駒場友の会」WEBサイトにて、　
　東大駒場友の会にご入会の上、お手続きください。・・・・・・・・・・・・・・・・・▶

※最新情報は「東大駒場友の会」WEBサイトでご確認ください

＊定員に達し次第締切とさせていただきます。

【第二部】  11：45～12：30

キャンパスツアー
小グループに分かれ、
キャンパス内を教員の案内でまわります

【第三部】  12：45～14：30

昼食懇談会
大学院総合文化研究科長・教養学部長や
教員との会食、記念撮影など
会場：生協食堂2階

■ プログラム・・・4月１1日（土）開場：10：00am

https://komaba-tomonokai.com/東大駒場友の会

定員
３0０名

参加費
4,000円

2026 4/11●土
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令和 8 年 3 月 12 日

三鷹国際学生宿舎の今後の課題について

【経緯】
「三鷹国際学生宿舎の現状と課題について」は、2024 年 5 月 9 日、2024 年 6 月 13 日の三鷹国際学生宿舎運営委員会及

び 2024 年 7 月 18 日の総務委員会、教授会に諮られ（別紙資料参照）、2024 年 8 月 2 日に真船研究科長から相原理事に

「三鷹市新川キャンパスの敷地の一部売却について学部内の了承が得られた」旨の報告を行ったところである。

  その後、本部内で検討を重ねた後、2025 年 5 月 28 日に「第一回三鷹市新川キャンパスと駒場Ⅲキャンパスの包括的

再整備検討 SWG」が開かれ、今後の検討を進めるにあたって、まず教養学部の要望を再確認したい旨の依頼があった。

【要望案】
研究科長室で議論をした「要望案」は以下のとおりである

〇（学生宿舎等として）全体で３００室を駒場として要望したい。

〇「別表」案４（三鷹 13 ㎡に 200室、部屋の賃料設定および維持管理を本部にお任せする）＋α（駒Ⅲ13 ㎡に

100室、部屋の賃料設定および維持管理を本部にお任せする）を原則として要望したい。

〇駒場から要望する 300室の部屋の賃料は安い設定を希望。赤字になる設定の場合も、本部負担を希望。

（※ただし室数の最終的配分は本部で決めていただいてかまわない）

経 B１号
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【別表】検討資料（案１～案５）

【駒場Ⅲキャンパス】（約 13 ㎡/室（3 点セット込）500 室 予定）

再整備範囲 5,800 ㎡

敷地面積 8,315

- 13 -



【参考】
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【取扱注意】 

三鷹国際学生宿舎の現状と課題について 

 〇キャンパス概要 

  ・敷地面積：29,438.00 ㎡       ・住戸数 ： 605 室（学生宿舎） 

  ・棟 数 ：７棟（経年 28～30 年）  ・入居率（R5.11 時点）：53.6％（男 256 人、女 67 人） 

  ・アクセス：敷地は最寄り駅までは約３km 離れており利便性が悪い。 

また、駒場Ⅰキャンパスまでは１時間程度の通学時間がかかる。 

・会計検査院から、遊休土地の活用が指摘されている。 

〇課題：既存施設の老朽化 

 既存施設は平成５～７年にかけて整備され、老朽化が進んでいる。これまで大規模改修は 

実施されておらず今後維持していくためには、財源の確保が必要な状況である。 

        本部資産活用部の構想 

 

                         ・駒場Ⅲキャンパスに学生宿舎を新築 

                           

                         ・三鷹に学生宿舎を新築 

                           

 

    【イメージ図】 

     【三鷹市新川キャンパス】  

 

 

 

                             

 

 

 

 

 
                              【駒場Ⅲキャンパス】 

    

 

 

 

 

 

 

〇文科省との協議が必要 

敷地面積 8,315 ㎡ 

再整備範囲 5,800 ㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

宿舎再整備 

売却 

敷地の一部を売却 

 

 
※売却益を使って整備するため 

教養負担は発生しない。 
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各年5月現在
全605室

合計 日本人 男（日） 女（日） 留学生 男（留） 女（留）
2004 580 406 (327) (79) 174 (93) (81)
2005 581 414 (332) (82) 167 (96) (71)
2006 588 413 (330) (83) 175 (103) (72)
2007 586 410 (324) (86) 176 (108) (68)
2008 593 414 (331) (83) 179 (105) (74)
2009 592 410 (334) (76) 182 (105) (77)
2010 582 413 (342) (71) 169 (100) (69)
2011 564 413 (342) (71) 151 (89) (62)
2012 552 410 (335) (75) 142 (71) (71)
2013 550 387 (322) (65) 163 (96) (67)
2014 543 390 (328) (62) 153 (97) (56)
2015 499 345 (287) (58) 154 (90) (64)
2016 461 304 (244) (60) 157 (94) (63)
2017 498 310 (261) (49) 188 (114) (74) 女子学生住まい支援制度開始
2018 453 267 (237) (30) 186 (114) (72)
2019 438 256 (222) (34) 182 (105) (77) (9月)目白台インターナショナルビレッジ開設
2020 351 236 (202) (34) 115 (70) (45)
2021 347 252 (222) (30) 95 (64) (31)
2022 335 229 (207) (22) 106 (68) (38)
2023 322 192 (178) (14) 130 (83) (47)
2024 287 168 (150) (18) 119 (64) (55)

三鷹国際学生宿舎 入居者数推移

0
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300
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

合計
日本人
男（日）
女（日）
留学生
男（留）
女（留）

2017
女子学生住まい支援制度開始

2019.9
目白台インターナショナルビレッジ開設

参考資料
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東京大学大学院総合文化研究科・教養学部附属教養教育高度化機構に置かれる部門の組織を定める内規の一部を改正する規則（案） 

 

改正理由： 環境エネルギー科学特別部門の廃止に伴い所要の改正を行う。 

現   行 改   正 

（略） 

 

第２条 部門に、次に掲げる分野を置く。 

部門名 分野 領域 

Educational Transformation部門   

国際連携部門   

社会連携部門   

科学技術コミュニケーション部門   

環境エネルギー科学特別部門   

Diversity & Inclusion部門 社会科学教育研究分野  

実施部門 外国語教育分野  

教養教育専担分野 高等教育融合領域 

高等教育先端領域 

高等教育特定領域Ⅰ 

高等教育特定領域Ⅱ 

高等教育実践領域 

リーディング大学院教育

分野 
 

 

（略） 

（略） 

 

第２条 部門に、次に掲げる分野を置く。 

部門名 分野 領域 

Educational Transformation部門   

国際連携部門   

社会連携部門   

科学技術コミュニケーション部門   

 （削除） 

Diversity & Inclusion部門 社会科学教育研究分野  

実施部門 外国語教育分野  

教養教育専担分野 高等教育融合領域 

高等教育先端領域 

高等教育特定領域Ⅰ 

高等教育特定領域Ⅱ 

高等教育実践領域 

リーディング大学院教育

分野 
 

 

（略） 

  附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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総数 185

教養学科　超域文化科学分科 35

文化人類学コース 5

表象文化論コース 10

比較文学比較芸術コース 3

現代思想コース 4

学際日本文化論コース 1

学際言語科学コース 7

言語態・テクスト文化論コース 5

教養学科　地域文化研究分科 34

イギリス研究コース 2

フランス研究コース 3

ドイツ研究コース 4

ロシア東欧研究コース 2

イタリア地中海研究コース 2

北アメリカ研究コース 4

ラテンアメリカ研究コース 3

アジア・日本研究コース 12

韓国朝鮮研究コース 2

教養学科　総合社会科学分科 36

相関社会科学コース 8

国際関係論コース 28

教養学科　国際日本研究コース 3

国際日本研究コース 3

学際科学科 25

科学技術論コース 3

地理・空間コース 10

総合情報学コース 12

広域システムコース 0

学際科学科　国際環境学コース 2

国際環境学コース 2

統合自然科学科 50

数理自然科学コース 9

物質基礎科学コース 14

統合生命科学コース 14

認知行動科学コース 10

スポーツ科学コース 3

（令和8(2026)年3月25日付）
令和7(2025)年度教養学部卒業者数

卒業者数学科・分科名
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東京大学教養学部後期課程における再入学に関する内規（案）

令和＿年＿＿月＿＿日 制定

（目的）

第１条 この内規は、東京大学学部通則第 9 条及び東京大学教養学部規則第 19条に規定する再

入学に関し、後期課程における取り扱いについて定める。

（再入学の時期）

第２条 再入学の時期は、４月１日とする。

（出願資格）

第３条 再入学の出願をすることができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

（１）再入学時において、退学後満１年以上経過していること。

（２）退学時点での残りの在学年限が１年以上あること。

２ 出願先は、出願者が退学前に在籍した学科・分科・コース（以下、学科等という）と同一の

学科等とする。ただし、特段の事情がある場合にはこの限りでない。

３ 再入学の出願は、１回限りとする。

４ 国際日本研究コース及び国際環境学コースへの出願については、令和 11（2029）年度以降

の再入学を認めない。

（出願手続）

第４条 再入学を志願する者は、再入学願、履歴書（写真貼付）、退学理由が消滅したことの証

明書及び当該学科等が指定する書類に検定料を添えて、12 月中旬までに願い出なければなら

ない。

（選考方法）

第５条 選考は、書類審査及び面接によって行う。ただし、再入学時に退学時から満５年以上経

過している者については、筆記試験を実施することがある。

２ 再入学の可否は、学科等の審査後、後期運営委員会の議を経て、教授会において決定する。

（在学年限）

第６条 再入学後の在学年限は、退学時点での残り在学期間によって、次のとおりとする。

（１）残りの在学期間が１年以上２年未満の者は２年

（２）残りの在学期間が２年以上３年未満の者は３年

（休学期間）

第７条 休学期間は、退学前の休学期間と通算して４年を超えることはできない。

（退学前に修得した単位）

第８条 退学前に後期課程において修得した単位は、所属コースの認定により、卒業に必要な

単位に算入することができる。

- 19 -
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東京大学教養学部前期課程における再入学に関する内規

制定 平成 13年 2月 15日

改正 平成 20年 6月 26日

平成 27年 12月 24日

令和 4年 1月 6日

（目的）

第 1 条 この内規は、東京大学学部通則第 9 条及び東京大学教養学部規則第 19 条に規定する

再入学に関し、前期課程における取扱いについて定める。

（再入学の時期）

第 2条 再入学の時期は、学年の始めとする。

（出願資格）

第 3条 再入学の出願をすることができる者は、次の各号のすべてに該当する者でかつ同一科

類を志願する者とする。ただし、第 4条第 2項の審査において特に認められた場合には、こ

の限りでない。

(1) 再入学時において、退学後満 1年以上経過しかつ退学の翌日から起算して満 5年以内であ

ること。

(2) 退学時点において前期課程の在学年限まで 1年以上残していること。ただし、第 7条の規

定により、2年次への再入学が認められない場合は、2年以上残していることを要する。

(3) 第 6条に定める再入学後の在学年限内に前期課程修了の見込みがあること。

2 再入学の出願は 1回限りとする。

（出願手続）

第 4条 再入学を志願する者は、出願に先立ち、再入学希望理由書を提出しなければならない。

2 再入学の出願を認めるか否かは、前期運営委員会及び教務委員会の正副委員長並びに学部

長の指名する教員による審査に基づき、学部長が決定する。なお、審査にあたっては必要に

応じて、再入学を志願する者と面接を行うことができる。

3 前項により再入学の出願を認められた者は、再入学願書、再入学後の履修計画書及び退学

理由が消滅したことを証明する書類に検定料を添えて、願い出なければならない。

（選考方法）

第 5条 選考は、書類審査及び面接によって行う。ただし、面接は、前条第 2項の審査の際に

面接を行った場合は省略することができる。

2 前項の書類審査及び面接は教務委員会が行う。

3 再入学の可否は、教務委員会による審議後、前期運営委員会の議を経て、教授会において

決定する。

（在学年限）

第 6条 再入学後の在学年限は、退学時点における前期課程の在学年限までの残り期間によっ

て、次のとおりとする。ただし、第 4条第 2項の審査において特に認められた場合には、残

りの期間と関係なく、4年を上限として認めることができる。

参考１
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(1) 残りの期間が 1年以上１年 6ヶ月未満の者は 1年

(2) 残りの期間が 1年 6ヶ月以上 2年未満の者は 1年 6ヶ月

(3) 残りの期間が 2年以上 2年 6ヶ月未満の者は 2年

(4) 残りの期間が 2年 6ヶ月以上 3年未満の者は 2年 6ヶ月

(5) 残りの期間が 3年以上 4年未満の者は 3年

（修業年限）

第 7条 再入学後の修業年限は、次のとおりとする。

(1) １年次に再入学を認める場合は、2年とする。

(2) 2 年次に再入学を認める場合は、1 年とする。ただし、退学前に、入学時に示された 1年

次から 2年次へ進級するための条件を満たしている場合に限る。

（休学期間）

第 8条 再入学後の休学は、退学前の休学期間と通算して 4年を超えない限り、前期課程及び

後期課程を通じて 1年を超えない範囲で認めることができる。ただし、第 4条第 2項の審査

において特に認められた場合には、退学前の休学期間と通算することなく、前期課程及び後

期課程を通じて 4年を上限として認めることができる。

（既に修得した授業科目の取扱い等）

第 9条 既に修得した授業科目及び単位数は、再入学後においても認めるものとする。ただし、

教務委員会の判断によっては、この限りでない。

2 カリキュラムの変更を伴う場合には、教務委員会の議を経て新しいカリキュラムを適用さ

せることができる。

（進学振分け又は進学選択）

第 10 条 退学前の進学振分け又は進学選択において内定していた場合でも、再入学後には考

慮しない。

附 則

この内規は、平成 13年 4月 1日から施行する。

附 則

1 この内規は、平成 20年 4月 1日から施行する。

2 平成 17年以前に入学した者の在学年限及び修業年限は、この内規にかかわらず、なお従

前の例による。

附 則

この内規は、平成 28年 4月 1日から施行する。

附 則

この内規は、令和 4年 4月 1日から施行する。
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東京大学大学院総合文化研究科における再入学に関する規程

平成15年10月23日 研究科委員会制定

平成23年６月23日 研究科教育会議改正

平成28年４月28日 研究科教育会議改正

（目的）

第１条 この内規は、東京大学大学院学則第 22 条第１号及び東京大学大学院総合文化研究科規

則 21 条に規定する再入学に関し定める。

（入学の時期）

第２条 再入学の時期は、４月１日とする。

（入学資格）

第３条 再入学することのできる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。なお、再入学

の出願は１回限りとする。

（１）再入学時に、退学後満１年以上経過していること。

（２）退学時点での残りの在学年限が１年以上あること。

（３）第６条に定める在学年限内に、修了の見込みがあること。

（出願手続）

第４条 再入学を志願する者は、再入学願、履歴書（写真貼付）及び当該専攻（分野）・系等が

指定する書類に検定料を添えて、１２月中旬までに願い出なければならない。

（選考方法）

第５条 選考は、書類審査及び面接によって行う。ただし、再入学時に退学時から満５年以上

経過している者については、筆記試験を実施することがある。

２ 再入学の可否は、各専攻・系等の会議の議を経て、研究科教育会議において決定する。

（在学年限）

第６条 修士課程の再入学後の在学年限は、退学時点での修士課程の残り在学期間によって、

次のとおりとする。

（１）残りの在学期間が１年以上２年未満の者は２年

（２）残りの在学期間が２年以上３年未満の者は３年

２ 博士課程の再入学後の在学年限は、退学時点での博士課程の残り在学期間によって、次の

とおりとする。

（１）残りの在学期間が１年以上２年未満の者は２年

（２）残りの在学期間が２年以上３年未満の者は３年

（３）残りの在学期間が３年以上４年未満の者は４年

（４）残りの在学期間が４年以上５年未満の者は５年

（休学期間）

第７条 休学期間は、退学前の休学期間も含めて、修士課程においては通算２年、博士課程に

おいては通算３年を超えることはできない。

（退学前に修得した単位）

第８条 退学前の専攻・系等において修得した単位は、指導教員の認定により、修士課程又は

博士後期課程の単位に算入することができる。

参考２
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2026/3/12現在

2026年度　研究科長室、専攻長・系長、図書館長、機構長、センター長等

研究科長・学部長
(2025.4.1～2027.3.31)

超域文化科学専攻 寺田　寅彦

（選挙）
副研究科長・副学部長
（2026.4.1～2028.3.31)

国際社会科学専攻 清水　剛

　

（選挙）
副研究科長・副学部長
(2025.4.1～2027.3.31)

生命環境科学系 道上　達男

（指名）
副研究科長・副学部長
(2026.4.1～2027.3.31)

言語情報科学専攻 小林　宜子

（指名）
副研究科長・副学部長
(2026.4.1～2027.3.31)

生命環境科学系 新井　宗仁

　

副研究科長・副学部長 事務部長 竹下　和宏

　

（指名）
総　長　補　佐
(2026.4.1～2027.3.31)

言語情報科学専攻 遠藤　智子

（委嘱）
研究科長補佐
 (2025.10.1～2026.9.30)

言語情報科学専攻 三浦　あゆみ

（委嘱）
研究科長補佐
(2026.4.1～2027.3.31)

広域システム科学系 森畑　明昌

研究科長特任補佐（文系国際化対応） 地域文化研究専攻 川喜田　敦子

研究科長特任補佐（理系国際化対応） 相関基礎科学系 松田　恭幸

研究科長顧問（法務） 国際社会科学専攻 小粥　太郎

研究科長顧問（国際広報） 超域文化科学専攻 John William O'Dea

研究科長特別顧問 平谷・八百屋法律事務所　弁護士 八百屋　伴声

研究科長特別顧問 名誉教授 加藤　道夫

言語情報科学専攻長 矢田部　修一

超域文化科学専攻長 伊藤　徳也

地域文化研究専攻長 村松　眞理子

国際社会科学専攻長 西村　弓

広域科学専攻長 柳原　大

生命環境科学系長 四本　裕子

相関基礎科学系長 鈴木　貴之

広域システム科学系長 成田　憲保
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2026/3/12現在

駒場図書館長
（2026.4.1～2027.3.31)

岡本　拓司

総合文化研究科図書館長
（2026.4.1～2028.3.31)

植田　一博

（任命）
教養教育高度化機構長
(2025.4.1～2027.3.31)

増田　建

（任命）
グローバル地域研究機構長
（2026.4.1～2028.3.31)

中野　耕太郎

（任命）
PEAK・GPEAK統括室長
（2026.4.1～2028.3.31)

成田　大樹

（任命）
国際環境学教育機構長
（2026.4.1～2028.3.31)

成田　大樹

（任命）
国際日本研究教育機構長
（2026.4.1～2028.3.31)

前島　志保

（任命）
先進科学研究機構長
（2026.4.1～2028.3.31)

福島　孝治

（任命） グローバルコミュニケーション研究センター長

（2025.4.1～2027.3.31)

（委嘱） 国際交流センター長

(2025.4.1～2027.3.31)

（任命） 複雑系生命システム研究センター長

(2026.4.1～2028.3.31)
 

（任命） 進化認知科学研究センター長

(2026.4.1～2028.3.31)
 
東アジアリベラルアーツイニシアティブ長

（2026.4.1～2028.3.31)
 

（任命） 共生のための国際哲学研究センター長

（2025.4.1～2027.3.31)

（任命） 駒場アカデミック・ライティング・センター長
（2026.4.1～2028.3.31)

（2026.4.1～2027.3.31まで）

高橋　英海

キハラハント　愛

澤井　哲

土屋　和代

四本　裕子

副研究科
長（文系
選挙）

清水　剛

梶谷　真司

備考： 研究科長に事故があるとき又はその他研究科長の職務遂行に支障のあるときは、副研究科長が

以下の順により研究科長の職務を代理する。

1. 評議員の副研究科長

2. 1.でない、選挙で選出された副研究科長

3. 1.と同じ系（文・理）の指名の副研究科長

4. 2.と同じ系（文・理）の指名の副研究科長
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